
Ｎｏ．１２（継続） 

（下鴨学区） 

 

要望事項 （優先順位 １） 

請願採択を踏まえた，下鴨学区への乳幼児とその保護者を対象とした居場所づくり

や子育て機能の充実・拡充に向けての具体的施策の提示 

 

要  旨 

「下鴨学区に児童館の設置を希望する会」（各種団体長の総意）が提出した，下鴨学

区エリアに児童館の設置を希望する請願書の扱いについては，７回の留保審議のう

え，平成２９年３月１６日の最終審議にて，文言修正（要望事項通り）をもって，全

会一致で採択されました。京都市は請願書採択後，児童館未設置エリアの実態把握を

するための現在調査段階として，平成３０年度には，具体的な拡充・充実施策の予算

化はされていないのが現状です。 

現在，「下鴨学区に児童館の設置を希望する会」から子ども若者はぐくみ局に対し，

この請願採択を踏まえた児童館未設置である下鴨学区の実態と要望実現の早期施策提

示について再要望をしているところでありますが，下鴨学区にあっては，保育園も乳

幼児の居場所もない現状にあり，対象乳幼児の親子さんの強いニーズに応える手段と

して，ボランティアによる一日児童館「かもっこ」（２回／月）を開設しその場しのぎ

をしています。 

下鴨小学校敷地内（プール東側）を最適場所とした放課後ほっとひろば「ゆうゆう

クラブ」（学童補完支援）と未就学児童の居場所が合体した児童館別館（仮称）の設置

を次年度に向け，具体的に検討されるよう要望します。 

 

  

回 答 

（子ども若者はぐくみ局） 

 京都市の児童館は，児童館・学童クラブ事業を一元的に実施するとの方針のもと整

備を進め，目標とした１３０館の設置を完了しております。 

 学童クラブ事業はこの１３０館の一元化児童館での実施を基本としながら，１６５

の小学校区ごとの昼間留守家庭児童数の状況や登館距離等を考慮し，児童館分室，学

童保育所，地域学童クラブ，放課後ほっと広場も含め，現在，１７２箇所で実施して

おり，おおむね児童の日常生活圏をカバーできているものと考えております。 

 また，放課後まなび教室を全ての小学校で実施することにより，放課後における児

童の安心・安全な居場所づくりを行っております。 

 

 未就学児及びその保護者を対象とした子育て支援につきましては，乳幼児親子が気

軽に集い，交流や相談ができる場として，市内３４箇所につどいの広場を設置すると

ともに，つどいの広場職員が地域に出向く「出張ひろば」を平成２７年度から実施し

ており，平成２８年度の請願の趣旨を踏まえ，平成２９年度に「出張ひろば」実施箇

所を７箇所追加し，市内全１８箇所で実施するなど，子育て支援機能の更なる充実を

図っているところです。 

 さらに，地域の保育所，幼稚園等においても，子育て講座や園庭開放など子育て支

援事業を実施しています。 

  

 



  

現在，下鴨学区内においては，児童館はございませんが，学童クラブ事業について

は，下鴨小学校の余裕教室を活用した放課後ほっと広場を開設しております。平成 

２７年度における学童クラブ事業の対象学年の拡大等により，登録児童数が増加した

ため，平成２８年度から，学校と協議・調整のうえ，実施場所をより広い教室に移転

し，活動環境の改善に努めております。 

 また，未就学児及びその保護者を対象とした子育て支援につきましては，近隣の養

正児童館，高野児童館をはじめ，２箇所のつどいの広場，養正保育所，鶴山保育所と

いった近隣の市営保育所において子育て相談や交流事業を実施するなど，学区全体の

子育て支援を補完してまいりました。また，平成２８年度からは，下鴨学区において

近隣のつどいの広場が地域に出向いて交流・相談事業を実施する「出張ひろば」を月

一回，学区内で実施しております。 

 

本市では，現在，別館を含め新しい児童館を整備する予定はございませんが，放課

後ほっと広場につきましては，引き続き，希望する児童全員の受入れができるよう，

必要な活動場所の確保に努めてまいります。 

また，請願の趣旨を踏まえ，平成２９年度に市内全域の児童館未設置学区における

子育て支援機能の実態把握を行ったところですが，現在，さらに踏み込んだ実態把握

を行うとともに，より一層，子育て家庭の声を施策に反映させるべく，市内の子育て

家庭を対象に「子育て支援に関する市民ニーズ調査」や「放課後の過ごし方に関する

実態調査」を実施しているところです。 

同調査では，子育て支援施策の利用状況や，子どもの放課後の居場所としての学童

クラブ事業や放課後まなび教室へのニーズ等を確認しており，それらの調査結果につ

いては，平成３２年度を始期とする「子ども・若者に係る総合的な計画（以下「新計

画」という。）」の策定に係る検討の基礎資料とすることとしております。 

地域の子育て支援機能のあり方については，新計画において明らかにしていくこと

としており，有識者や関係団体，市民公募委員等で構成する「京都市はぐくみ推進審

議会」での議論も踏まえ，市全体で必要とされる機能を，必要とされる地域に設置し

ていくべく検討を進めてまいりますので，御理解・御協力いただきますようお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


